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お客様各位 

株式会社 東洋 

TEL:075-501-6616 

 

 

 

 

財務 R4 システムの消費税 10％および軽減税率 8％への対応について、今後のリリース予定をご

連絡します。システムの予定インフォメーションは 7 月下旬に別途発行します。 

リリース予定を下記に内容をまとめましたので、ご確認ください。 

 

１．消費税 10％および軽減税率 8％対応の流れとリリース予定時期 

２．消費税改正の概要 

３．財務 R4システムの対応ポイントと、対応前のよくあるお問い合わせ 

４．財務 R4 Ver.19.20から R4コンバーターは利用できません 

５．会社データの変換と互換性について 

１． 消費税 10％および軽減税率 8％対応の流れとリリース予定時期 

財務 R4 シリーズの消費税 10％対応は、消費税申告書の出力機能があるシステムと、出力機能が

ないシステム（財務応援 R4 Lite／Lite for IKX）で異なります。 

現時点で国税庁から消費税申告書の新様式公開がされていないため、消費税申告書の出力機能の

あるシステムは１次版と２次版の２段階でバージョンアップを行うことになりました。出力機能の

ないシステム（財務応援 R4 Lite／Lite for IKX）は１次版のバージョンアップで対応が完了します。 

リリース予定時期と対象システムを以下の表のとおりです。 

 

対象システム 

１次版 

財務R4 Ver.19.20 

リリース予定時期：8月下旬 

２次版 

財務R4 Ver.19.30 

リリース予定時期：10月上旬 

IKX財務会計 R4 

財務顧問 R4 Professional 

財務顧問 R4 Basic 

財務応援 R4 Premium（*1） 

財務応援 R4 Lite+（*1） 

Weplat 財務応援 R4 工事台帳 

 

（*1）Weplat製品も対象システムです 

消費税率10％、軽減税率8％ 

の入力に対応します 

・仕訳入力 

・消費税計算書 

・チェックリスト等の申告書・付表の

新様式以外の帳票への税率出

力に対応します 

消費税率10％、軽減税率8％ 

の新様式の消費税申告書・付表

の出力に対応します 

 

※同時に財務電子申告対応版

（e7）をリリース予定です 

財務応援 R4 Lite for IKX（*1） 

財務応援 R4 Lite（*1） 

 

（*1）Weplat製品も対象システムです 

 

 

 

２． 消費税改正の概要 

■消費税率、地方消費税率の変更 

2019 年 10 月 1 日から施行となる消費税率と地方消費税率は次のとおりです。税率の引き上げ

と軽減税率制度が実施となります。 

【事前連絡】財務 R4 消費税 10％および軽減税率 8％対応についてのお知らせ 
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※軽減税率は、改正前の消費税率と同じ 8％ですが、国税と地方税の割合が異なります。 

消費税率（6.3％→軽減 6.24％）、地方税率（1.7％→軽減 1.76％） 

※軽減税率の適用対象となる品目は次のとおりです。 

①飲食料品の譲渡（食品表示法に規定する食品で、酒税法に規定する酒類を除く。）で外食を

除く。 

②定期購読契約が締結された週 2 回以上発行される新聞の譲渡。 

（参考）国税庁ホームページ 「消費税の軽減税率制度について」 

 

■消費税率変更に伴う経過措置 

2019 年 10 月 1 日以後の取引でも、経過措置により旧税率が適用となる場合があります。経過

措置が適用される取引は、必ず旧税率（8％）を適用する必要があります。 

（参考）国税庁ホームページ「2019年10月1日以後の消費税率等に関する経過措置」 

 

■消費税申告書・付表の変更 

申告書・付表が新様式に変わります。税率ごとの課税標準額を計算する「課税標準額内訳書」

が追加され、従来の「別表」が統合された様式になります。 

（参考）消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について 

 

■中小事業者税額計算特例（経過措置） 

軽減税率実施の 2019 年 10 月 1 日から一定期間、軽減税率と標準税率を区分することが困難な

中小企業者に対して売上税額または仕入税額の計算の特例が設けられています。 

 

■簡易課税制度 第 3 業種区分変更 

軽減税率実施の 2019 年 10 月 1 日から、第 3 業種（農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、

電気業、ガス業、熱供給業及び水道業等）のうち、軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る

農業、林業、漁業の業種区分が第 2 業種となり、みなし仕入率 80％となります。 

 

＜参考＞セイコーエプソン株式会社ホームページで改正概要を紹介しています。 

＜消費税法改正の概要についてへのリンク＞ 

３． 財務 R4システムの対応ポイントと、対応前のよくあるお問い合わせ 

■システムの対応ポイント 

セイコーエプソン株式会社ホームページで財務R4のシステム対応ポイントを紹介しています。 

＜財務 R4のシステム対応ポイントへリンク＞ 

詳細は 7 月下旬に発行予定のシステムインフォメーション（予定）においてご案内します。 

 

■新税率の仕訳ファイル取込について 

仕訳データ取込の税率の扱いは、次のようになります。仕訳テキストファイルの形式変更はあ

りません。 

仕訳データ取込で税率を指定している場合には下表の赤字の税率を指定してください。 

適用開始日 

税率区分 
改正前 

2019年10月1日以降 

標準税率 軽減税率 

消費税率 6.3％ 7.8％ 6.24％ 

地方消費税率 
1.7％ 

(消費税額の17/63) 

2.2％ 

(消費税額の22/78) 

1.76％ 

(消費税額の22/78) 

合計 8％ 10％ 8％ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E10%EF%BC%85+%E7%B5%8C%E9%81%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE%27
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/160425/
https://www.epson.jp/products/ac/keigenzeiritsu/
https://www.epson.jp/products/ac/keigenzeiritsu/index2.htm
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税率の指定は必須ではありません。指定した場合と、指定していない場合の動作については下の

表の記載をご覧ください。 

 

仕訳テキストファイルで税率を指定した場合 

指定されている税率をそのまま取り込みます。取込先データの会計期間に合わせた取り込みや、税

率不整合のエラーチェックはありません。 

 

仕訳テキストファイルで税率を指定しない場合 

仕訳テキストファイルで税率を指定していない場合は、次の条件で取り込みます。 

 

［仕訳日付が 2019 年 9 月 30 日以前の仕訳］ 

・指定した消費税区分に応じて、8％、6.3％、1.7％で取り込みます。（6.3％、1.7％は輸入消費税） 

 

［仕訳日付が 2019 年 10 月 1 日以降の仕訳］ 

・新機能の科目別税率設定に設定されている勘定科目が、仕訳テキストの勘定科目と一致した場合

には、科目別税率設定の消費税率で取り込みます。 

・科目別税率設定に登録されている勘定科目と一致しない場合は、仕訳テキストの消費税区分に応

じて、10％、7.8％、2.2％で取り込みます。（7.8％、2.2％は輸入消費税） 

仕訳テキストファイルに消費税区分の指定がない場合は、科目マスター設定に設定された消費税区

分に応じて、10％、7.8％、2.2％で取り込みます。（7.8％、2.2％は輸入消費税） 

 

■システム対応前のよくあるお問い合わせ（FAQ） 

以下の FAQ をご覧ください。 

＜消費税10％改正に関する、財務R4でよくあるお問い合わせ＞ 

入力コード 内容 表示 印刷 
テキスト 

ファイル 

0 税率なし 空白 空白 空白 

3 消費税 3％（国税） 3 3 3.0 

5 消費税 5％（国・地方税） 5 5 5.0 

4 消費税 4％（国税） 4 4 4.0 

1 消費税 1％（地方税） 1 1 1.0 

8 消費税 8％（国・地方税） 8 8 8.0 

63 消費税 6.3％（国税） 6.3 6.3 6.3 

17 消費税 1.7％（国税） 17 1.7 1.7 

10 消費税 10％（国・地方税） 10 10 10.0 

78 消費税 7.8％（国税） 78 7.8 7.8 

22 消費税 2.2％（地方税） 22 2.2 2.2 

81 消費税 8％（国税／軽減） K8 K8 K8.0 

62 消費税 6.24％（国税／軽減） 62 K62 K6.24 

18 消費税 1.76％（地方／軽減） 18 K18 K1.76 

http://faq.r4support.epson.jp/app/answers/detail/a_id/3898
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４． 財務 R4 Ver.19.20から R4コンバーターは利用できません 
財務 R4 Ver.19.20 では R4 コンバーターはご利用いただけません。旧財務会計、旧財務応援から R4

へのコンバートができる財務 R4 は Ver.19.10 までです。 

財務 R4 Ver.19.20 へ R4 コンバーターをセットアップしても、［コンバーター］ボタンは表示されませ

ん。また、財務 R4 Ver.19.10 でコンバーターをセットアップしていても、財務 R4 Ver.19.20 へバージョ

ンアップすると、［コンバーター］ボタンは表示されなくなります。 

財務 R4 シリーズへの移行がお済でない場合には、Ver.19.20 へのバージョンアップ前に財務 R4 への

移行を進めていただきますようお願いいたします。 

Ver.19.20 リリース後も当面の間、[サポート]メニュー→[お役立ち Tools]に R4 コンバーターと、過去

版プログラムの公開は継続いたします。 

 

 

５． 会社データの変換と互換性について 
財務 R4 Ver.19.20 で Ver.19.10 以前で作成している会社データを開くと、データ変換がかかります。

19.20 でデータ変換されたデータは、財務 R4 Ver.19.2 を使用しないと開くことができません。 

データ共有やバックアップリストア等で別の PC とデータのやりとりをしている場合は、双方で財務

R4 Ver.19.2 へバージョンアップしてください。 

 

 
 

以上、よろしくお願いいたします。 


